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甲斐市英語検定料補助金交付制度について（周知） 

 

本市では、小学生および中学生の英語に対する学習意欲を高め、英語力の向上を図るため、

公益財団法人日本英語検定協会が実施する実用英語技能検定を受験した小学生および中学

生の保護者に対し、甲斐市英語検定料補助金交付要綱に基づき検定料に対する一部補助を実

施いたします。 

 

１ 交付対象者（基準日：英検の受験日）                           

（１）甲斐市在住で、小中学校に在籍する児童生徒の保護者 

（２）甲斐市在住で、甲斐市外の小中学校または特別支援学校及びフリースクール等に

在学・通所している児童生徒の保護者等 

 

２ 補助金額および回数                             

 児童生徒１人当たり、１年度につき１回分の英語検定料の半額を補助 

（１年度中に２回以上受験した場合も、補助対象は１回分のみとし、一度申請（請求） 

したものは取消し不可） 

 

３ 申請方法について 

（１）申請に必要なもの 

 ① 甲斐市英語検定料補助金交付申請書兼請求書 

          消せないボールペンにて記載してください。 

甲斐市立小中学校、甲斐市教育委員会でもお渡しできます。 

お問い合わせください。 

   ② 検定料の支払いが証明できる書類（領収書の原本、受験票の写しなど） 

 ③ 振込先が確認できる書類（振込先が「ゆうちょ銀行」の場合は、通帳の表紙を 

めくったページ全体の写し） 

 

 （２）支給方法 

    申請した保護者の口座に振り込み 

 



 ４ 提出先および提出期限 

   （１）提出先 

     ① 在籍する甲斐市立小中学校 

     ② ①以外の学校に在籍している場合は、甲斐市教育委員会学校教育課 

（甲斐市役所新館２階２７番窓口）に直接申請してください。 

 

   （２）提出期限 

     提出（申請）期間を年３回に分けますが、どの提出期間に申請しても支給可能

です。 

（例えば５月に受験をして、２月６日の３回目に申請することも可。ただし、過

年度分の申請は不可） 

     

     【提出期間】 

・１回目 令和７年 ６月１３日（金）から ６月２０日（金） 

      ・２回目 令和７年１０月１７日（金）から１０月２４日（金） 

      ・３回目 令和８年 ２月 ６日（金）から ２月１３日（金） 

 

    ㊟１年度中に２回以上受験した場合についても、補助対象は１回分のみ。 

 

  

    

 

 

 

 

【担 当】 

 甲斐市篠原 2610 

甲斐市役所学校教育課 教育指導係  

電話 055-278-1696 

内線 1736・8126・1732 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


